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１．はじめに 

地方公会計制度とは、「現金主義・単式簿記」によるこれまでの自治体の会計制度を補完する

ために、「発生主義・複式簿記」といった企業会計的な要素を取り入れ、資産や負債などのスト

ック情報（残高）や行政サービスに係るコストや引当金のように見えにくいコストを把握し、自

治体の財政状況等をわかりやすく開示するとともに、資産・債務の適正な管理とその有効活用と

いった自治体の内部管理の強化を図るものです。  

これまでも多くの地方公共団体において、財務書類が作成されていますが、作成方法が「基準モ

デル」や「総務省方式改訂モデル」など複数存在し、他の団体との比較が困難なことなどから、平

成 27年 1月に総務省より「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が示され、平成 27年度か

ら平成 29年度までの 3年間で全ての地方公共団体において、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入

を前提とした財務書類の作成が要請されました。 

本市においては、平成 27年度決算まで「総務省方式改訂モデル」にて財務書類を作成していまし

たが、平成 28年度決算から総務省の要請に基づき、「統一的な基準」により作成しています。 

２．財務 3表について 

(１) 貸借対照表とは

貸借対照表は、一定時点において保有するすべての資産とその資産をどのような財源で調達し

てきたかを総括的に対照表にした一覧表で、資産、負債及び純資産から構成されています。  

左側（借方）の資産には、行政サービスを提供するために形成してきた道路、公園や学校など

の「有形固定資産」、ソフトウェアなどの「無形固定資産」、出資金や貸付金、基金などの「投

資その他の資産」、現金預金や未収金などの「流動資産」を計上します。 

右側（貸方）には、その資産を形成した財源を、将来の世代が負担しなければならない借入金

などの状況を示す「負債」と、現在までの世代が負担してきた状況を示す「純資産」を計上しま

す。 

H27決算まで H28決算から 
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また、貸借対照表は、資産合計額と負債・純資産合計額が一致し、左右のバランスが取れてい

ることからバランスシートとも呼ばれています。 

資 産 

＝ 

負 債 

＋ 

純 資 産 

【住民の財産】 【将来世代の負担】 【過去・現役世代の負担】 

将来の世代に引き継ぐ資本

や債務を返済する財源等 
将来の世代が負担する債務 

現在までの世代が負担し 

支払いが済んでいる資産 

 

 

(２) 行政コスト及び純資産変動計算書とは 

統一的な基準では、行政コスト計算書及び純資産変動計算書については、別々の計算書として

も、その二つを結合した計算書としても差し支えないとされていることから、本市においては結

合した計算書を採用しています。 

 

行政コスト計算書は、１年間の地方公共団体の行政活動のうち、人的サービスや給付サービス

など資産形成につながらない行政サービスに係る経費「経常費用」と、その行政サービスの直接

の対価として得られた財源である「経常収益」を対比させた財務書類です。経常費用から経常収

益を除したものが「純経常行政コスト」であり、地方税や地方交付税など一般財源などで賄わな

ければならないコストを表示しています。 

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の「純資産の部」を構成する各数値が１年間でどのように変

動したかを表しています。 

また、貸借対照表でも説明したように、純資産の部は過去及び現役世代がすでに負担している

部分であり、純資産の変動は将来世代と過去・現役世代との間の負担配分の変動を意味します。 

たとえば、純資産が増加した場合は、現役世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資

産を形成したことを意味するため、将来世代の負担は軽減されていると考えられます。 

 

 

(３) 資金収支計算書とは 

資金収支計算書は、１年間の歳計現金の動きをその性質に応じて「業務活動収支」、「投資活

動収支」、「財務活動収支」の３つに区分して表しています。 このことにより、どのような要

因で資金が増減したのかを把握することが可能となります。 

また、３つの財務書類のうち唯一現金主義に基づいて作成されており、会計年度末における歳

計現金の残高を表すため、歳計外現金残高を加えた金額は、貸借対照表の現金預金の金額と一致

します。 
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連結会計 

３．基本的な作成方針 

(１) 対象とする範囲

連結対象団体は下表のとおりであり、一般会計等のほか、特別会計や市が負担金や出資金を

支出している一部事務組合や第三セクターなど関係する団体や法人を含みます。 

※地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち、当該規定等の適

用に向けた作業に着手している農業集落排水事業特別会計については、対象から外していま

す。

(２) 作成基準日

令和６年３月３１日（令和５年度末）を作成基準日とし、出納整理期間（令和６年４月１日

から令和６年５月３１日まで）における出納については、基準日までに終了したものとして処

理しております。 

・一般会計

・学校給食共同調理場事業特別会計

・新里温水プール事業特別会計

一般会計等 

・国民健康保険事業特別会計

・介護保険事業特別会計

・発電事業特別会計

・後期高齢者医療事業特別会計

特別会計 

・水道事業会計

・下水道事業会計

企業会計 

・桐生地域医療組合（比例連結）

・群馬県市町村総合事務組合（比例連結） 

・群馬県市町村会館管理組合（比例連結） 

・群馬県後期高齢者医療広域連合

（比例連結）

一部事務組合・広域連合

全体会計 

・桐生市土地開発公社

・(公財)桐生市スポーツ文化事業団

・(公財)桐生地域地場産業振興センター

第三セクター等
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４．財務書類３表の関係について 

財務書類は３つの表から構成され、それぞれが連動しており、貸借対照表の純資産は、団体の

税収等や国・県などの補助金を財源として既に負担した部分を表しています。 

この純資産の変動を表したものが、純資産変動計算書です。純資産変動計算書における純行政

コストが一般財源や補助金等受入などを超過すれば、純資産が減少し、逆に一般財源や補助金等

受入などが純行政コストを超過すれば、純資産が増加することになります。 

行政コスト計算書は、純資産変動計算書の純行政コストの明細であり、１年間にかかった経常

コスト総額から受益者負担である経常収益を控除することで、一般財源、補助金等受入などで負

担すべき純行政コストが算出されます。 

資金収支計算書の期末歳計現金残高に期末歳計外現金を加えた額は、貸借対照表の現金預金と

一致します。このことは、資金収支計算書は、貸借対照表に計上されている歳計現金の増減の明

細であることを意味します。  

財務書類３表の相関関係を表示すると次のようになります。 

【財務３表の相互関係】 

貸借対照表 
行政コスト及び 

純資産変動計算書 
資金収支計算書 

資産 負債 【行政コスト計算書】 
前年度末残高 

＋ 

業務活動収支 

＋ 

投資活動収支 

＋ 

財務活動収支 

＝ 

(経常費用－経常収益) 

＋ 

(臨時損失－臨時利益) 

＝ 

純行政コスト 

【純資産変動計算書】 

前年度末残高 

＋ 

本年度の変動額 

(財源＋資産評価差額等 

－ 純行政コスト ) 

＝ 

 

  

 

＋本年度末 

歳計外現金残高 

本年度末残高 

本年度末残高 

純資産 

うち 

現金 

預金 
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５．連結について 

(１) 連結財務書類の作成意義

 市が行っている事業には、一般会計で行っている事業のほかに、国民健康保険事業などの特

別会計で行っている事業やその他の行政サービスを実施するために加入している一部事務組合

等が行っている事業、市が出資する財団法人が行っている事業があります。 

こうした状況の中で、実施主体のひとつである一般会計だけの予算・決算状況だけでは、市

全体の事業活動が確認できません。これを解決するために、市が関係するすべての会計と団体

の資産や負債、資金の流れ等を合算し、「一般会計等」、「全体会計」、「連結会計」の３つの区分

で整理することで、市全体の財務状況を把握することになります。 

(２) 連結の手法

連結財務書類の基礎となる団体・法人の個別財務書類は、基本的に各団体・法人固有の会計

基準により作成されていて、これを法定決算書類といいます。 

会計基準の違いにより法定決算書類の表示科目も異なってきますが、一般会計等の財務書類

に揃えるために「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、各連結対象法人等の

既存の法定決算書類の読替を行います。  

また、連結財務書類は、連結の範囲となる一般会計等、公営事業会計、第三セクター等を一

つの行政サービス実施主体とみなし、外部と行った取引のみを計上することになるため、連結

対象間での取引は内部取引とし相殺消去を行います。  

主な相殺消去は以下のとおりです。 

≪主な相殺消去≫ 

・会計間の繰出金と繰入金の相殺消去

・出資金と基本財産の相殺消去

・補助金支出と収入の相殺消去

・委託料支払と受取の相殺消去
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計算式

BS：貸借対照表
PL：行政コスト計算書
NW：純資産変動計算書
CF：資金収支計算書

住民一人当たり資産額
BS 資産額÷
住民基本台帳人口

1,216千円 1,230千円

歳入額対資産比率
※これまでに形成された資産が
当該年度の歳入総額の何年分に
相当するかを示しています。

BS 資産額÷
CF 歳入合計額

2.3年 2.5年

有形固定資産減価償却率
※市が有する償却資産が、耐用
年数に対して取得からどの程度
経過しているかを示していま
す。

BS 有形固定資産
　 減価償却累計額÷
BS 取得価額等

69.15% 70.28%

純資産比率
※現世代と将来世代の負担の割
合を示します。純資産の減少は
将来世代への負担を増加させる
ことを意味します。

BS 純資産額÷
BS 資産額

63.9% 64.8%

社会資本等形成の世代間負
担比率(将来世代負担比率)
※社会資本等形成に係る将来世
代の負担割合を示しています。

BS 地方債残高÷
BS 公共資産（有形・
　 無形固定資産の
   合計）

36.8% 36.2%

住民一人当たり負債額
BS 負債額÷
住民基本台帳人口

439千円 433千円

基礎的財政収支
(プライマリーバランス)
※地方債の元利償還額を除いた
歳出と、地方債発行収入を除い
た歳入のバランスを示していま
す。

CF 業務活動収支(支払
　 利息支出を除く)＋
CF 投資活動収支

724百万円 2,309百万円

効 率 性
行政サービスは
効率的に提供さ
れているか

住民一人当たり純経常行政
コスト

PL 純経常行政コスト÷
住民基本台帳人口

396千円 384千円

弾 力 性
資産形成を行う
余裕はどのくら
いあるか

行政コスト対税収等比率
※税収等のうち、どれだけが資
産形成を伴わない行政コストに
使われたのかを示します。この
比率が100％に近づくほど資産形
成の余裕度が低く、100％を超え
ると過去から蓄積した資産が取
り崩されたことを意味します。

PL 純経常行政コスト÷
NW 財源

104.0% 99.6%

自 律 性

歳入はどのくら
い税収等で賄わ
れているか（受
益者負担の水準
はどうなってい
るか）

受益者負担の割合
※行政サービスの提供に対する
使用料・手数料などの受益者負
担の割合を示しています。

PL 経常収益÷
PL 経常費用

9.3% 9.7%

将来世代に残る
資産はどのくら
いあるか

令和4年度

※住民基本台帳人口は、当該年度末現在(3月末日)における人口を用いています。

６．一般会計等財務書類における財政分析

資 産 形 成 度

世代間公平性
将来世代と現世
代の負担の分担
は適切か

持 続 可 能 性
（ 健 全 性 ）

財政に持続可能
性があるか（ど
のくらい借金が
あるか）

財政指標 令和5年度
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【様式第1号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 114,447,162 固定負債 40,151,622

有形固定資産 95,545,371 地方債 31,428,010
事業用資産 72,903,332 長期未払金 1,630,144

土地 29,119,675 退職手当引当金 7,117,818
立木竹 1,182,483 損失補償等引当金 8,528
建物 156,313,090 その他
建物減価償却累計額 -113,716,387 流動負債 4,158,885
工作物 5,279,272 １年内償還予定地方債 3,221,164
工作物減価償却累計額 -4,138,483 未払金 99,668
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金 612,142
航空機 預り金 225,911
航空機減価償却累計額 その他
その他 44,310,507
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 870,920 固定資産等形成分 119,935,592

インフラ資産 21,761,642 余剰分（不足分） -38,407,723
土地 1,549,339
建物 6,100,904
建物減価償却累計額 -3,573,656
工作物 44,933,343
工作物減価償却累計額 -27,313,594
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定 65,306

物品 5,283,649
物品減価償却累計額 -4,403,251

無形固定資産 54,538
ソフトウェア 54,538
その他

投資その他の資産 18,847,253
投資及び出資金 11,897,928

有価証券 39,874
出資金 11,858,054
その他

投資損失引当金
長期延滞債権 637,600
長期貸付金 226,353
基金 6,107,689

減債基金
その他 6,107,689

その他
徴収不能引当金 -22,318

流動資産 11,391,214
現金預金 3,950,059
未収金 1,831,070
短期貸付金 8,484
基金 5,479,946

財政調整基金 4,648,089
減債基金 831,857

棚卸資産 186,763
その他
徴収不能引当金 -65,108 81,527,869

125,838,375 125,838,375
純資産合計

負債及び純資産合計資産合計

一般会計等　貸借対照表

科目 科目

負債合計
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【様式第2号及び第3号(結合)】

（単位：千円）
金額

経常費用 43,554,977
業務費用 22,795,041

人件費 8,589,397
職員給与費 6,770,275
賞与等引当金繰入額 612,142
退職手当引当金繰入額 332,455
その他 874,525

物件費等 13,919,910
物件費 6,155,394
維持補修費 3,222,560
減価償却費 4,296,233
その他 245,723

その他の業務費用 285,735
支払利息 129,834
徴収不能引当金繰入額 104,080
その他 51,820

移転費用 20,759,936
補助金等 10,910,626
社会保障給付 6,039,122
他会計への繰出金 3,804,161
その他 6,027

経常収益 4,243,900
使用料及び手数料 1,253,094
その他 2,990,806

純経常行政コスト 39,311,077
臨時損失 61,405

災害復旧事業費 0
資産除売却損 61,405
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 0
その他 0

臨時利益 159,129
資産売却益 159,129
その他 0 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

純行政コスト 39,213,353 -39,213,353
財源 39,469,861 39,469,861

税収等 27,500,100 27,500,100
国県等補助金 11,969,762 11,969,762

本年度差額 256,508 256,508
固定資産等の変動（内部変動） -2,552,455 3,575,205

有形固定資産等の増加 1,773,182 -1,773,182
有形固定資産等の減少 -4,404,953 4,404,953
貸付金・基金等の増加 2,895,905 -2,895,905
貸付金・基金等の減少 -2,816,588 3,839,339

資産評価差額 980 980
無償所管換等 205,894 205,894
その他 234,926 234,926 0
本年度純資産変動額 698,309 -3,133,405 3,831,714

前年度末純資産残高 80,829,560 123,068,996 -42,239,437
本年度末純資産残高 81,527,869 119,935,592 -38,407,723

一般会計等　行政コスト及び純資産変動計算書

科目

金額
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【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 38,922,014
業務費用支出 18,162,078
人件費支出 8,273,698
物件費等支出 9,858,546
支払利息支出 29,834
その他の支出 0

移転費用支出 20,759,936
補助金等支出 10,910,626
社会保障給付支出 6,039,122
他会計への繰出支出 3,804,161
その他の支出 6,027

業務収入 42,240,647
税収等収入 28,637,372
国県等補助金収入 11,135,030
使用料及び手数料収入 1,254,774
その他の収入 1,213,472

臨時支出 0
災害復旧事業費支出 0
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 3,318,633
【投資活動収支】 0
投資活動支出 4,858,145
公共施設等整備費支出 1,427,406
基金積立金支出 1,962,971
投資及び出資金支出 791,451
貸付金支出 676,318
その他の支出 0

投資活動収入 3,819,175
国県等補助金収入 834,732
基金取崩収入 2,096,520
貸付金元金回収収入 726,053
資産売却収入 161,870
その他の収入 0

投資活動収支 -1,038,970
【財務活動収支】 0
財務活動支出 3,671,378
地方債償還支出 3,671,378
その他の支出 0

財務活動収入 2,083,900
地方債発行収入 2,083,900
その他の収入 0

財務活動収支 -1,587,478
本年度資金収支額 692,185
前年度末資金残高 3,031,964
本年度末資金残高 3,724,149

前年度末歳計外現金残高 193,594
本年度歳計外現金増減額 32,317
本年度末歳計外現金残高 225,911
本年度末現金預金残高 3,950,059

一般会計等　資金収支計算書

科目
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注記（一般会計等） 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

イ 昭和 60年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法）

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法））

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法 

（４）有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物  6年～50年 

工作物  10年～60年 

物品  2年～20年 
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② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によってい

ます。） 

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリ

ース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が 300万円以下のファイナンス・リ

ース取引を除きます。） 

･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

（５）引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、

実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上していま

す。 

② 徴収不能引当金

未収金及び長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能

見込額を計上しています。 

③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

④ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

⑤ 賞与等引当金

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額

の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

（６）リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリ

ース料総額が 300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（７）資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 
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なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払

いを含んでいます。 

（８）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合

に資産として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 60 万円未満であるとき、又は固

定資産の取得価額等のおおむね 10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理し

ています。 

２ 重要な会計方針の変更等 

なし 

３ 重要な後発事象 

 なし 

４ 偶発債務 

（１） 保証債務及び損失補償債務負担の状況

会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が

生じた場合に債務となるものは、次のとおりです。 

団 体 名 出資割合 
財政健全化法の将来負担比率の算定上

将来負担額とした額 

群馬県信用保証協会 0.4％ 8,528千円 

５ 追加情報 

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

・一般会計

・学校給食共同調理場事業特別会計

・新里温水プール事業特別会計

② 地方自治法第 235条の 5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出

納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数と

しています。 

③ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のと
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おりです。 

 

実質赤字比率      －％ 

連結実質赤字比率    －％ 

実質公債費比率     4.4％ 

将来負担比率           －％ 

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「－」にて表記しています。 

  将来負担比率が０未満である場合は、「－」にて表記しています。 

⑤ 債務負担行為の翌年度以降の支出予定額                 41,376千円 

⑥ 繰越事業に係る将来の支出予定額               1,268,840千円 

 

（２）貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

 ア 範囲 

  売却予定とされている公共資産 

 イ 内訳 

土地   186,763千円 (貸借対照表における簿価) 

② 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需 

要額に含まれることが見込まれる金額               35,462,697千円 

③ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次の

とおりです。 

標準財政規模                      26,122,196千円 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額      3,302,928千円 

将来負担額                       48,773,433千円 

充当可能基金額                     14,706,942千円 

特定財源見込額                      636,049千円 

 

（３）純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

（４）資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支(プライマリーバランス)   2,309,497千円 

 

② 既存の決算情報との関連性 
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収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 50,364百万円 46,640百万円 

財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 812百万円 812百万円 

資金収支計算書 51,176百万円 47,452百万円 

地方自治法第 233条第 1項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲として

いるのに対し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出

決算書と資金収支計算書は一部の特別会計（学校給食共同調理場事業特別会計及び新里

温水プール事業特別会計）の分が相違します。 

また、歳計剰余金処分による基金積立は、歳入歳出決算書に含めないため、その分が

相違します。 

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書

業務活動収支      3,319百万円 

投資活動収入の国県等補助金収入     835百万円 

未収債権、未払債務等の増加（減少）  1,349百万円 

減価償却費  △4,296百万円

賞与等引当金繰入額  △612百万円

退職手当引当金繰入額  △332百万円

徴収不能引当金繰入額  △104百万円

資産除売却益（損）  98百万円

純資産変動計算書の本年度差額 257百万円

④ 一時借入金

借入はありません。

なお、一時借入金の限度額は次のとおりです。

一時借入金の限度額 6,000百万円 

15





一
般
会
計
等
附
属
明
細
書

１
．
貸
借
対
照
表
の
内
容
に
関
す
る
明
細

(１
)資

産
項
目
の
明
細

①
有
形
固
定
資
産
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

本
年
度
末
残
高

本
年
度
末

差
引
本
年
度
末
残
高

区
分

前
年
度
末
残
高

本
年
度
増
加
額

本
年
度
減
少
額

（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）
－
（
C
）

減
価
償
却
累
計
額

本
年
度
償
却
額

（
D
）
－
（
E
）

（
Ａ
）

（
B
）

（
C
）

（
D
）

（
E
）

（
F
）

（
Ｇ
）

事
業
用
資
産

1
8
9
,6
9
5
,7
0
4
,3
7
8

1
,1
2
6
,6
4
3
,2
2
4

6
4
,1
4
6
,0
4
6

1
9
0
,7
5
8
,2
0
1
,5
5
6

1
1
7
,8
5
4
,8
6
9
,9
6
6

3
,0
0
8
,7
0
4
,9
3
2

7
2
,9
0
3
,3
3
1
,5
9
0

土
地

2
9
,0
5
5
,6
6
6
,9
7
1

1
2
8
,1
5
3
,9
3
4

6
4
,1
4
6
,0
4
6

2
9
,1
1
9
,6
7
4
,8
5
9

0
0

2
9
,1
1
9
,6
7
4
,8
5
9

立
木
竹

1
,1
8
2
,4
8
2
,8
0
0

0
0

1
,1
8
2
,4
8
2
,8
0
0

0
0

1
,1
8
2
,4
8
2
,8
0
0

建
物

1
5
4
,0
4
8
,7
2
2
,7
0
3

2
5
7
,1
2
9
,3
8
0

0
1
5
4
,3
0
5
,8
5
2
,0
8
3

1
1
3
,7
1
6
,3
8
6
,5
0
9

2
,9
0
8
,1
3
7
,0
8
1

4
0
,5
8
9
,4
6
5
,5
7
4

工
作
物

5
,2
7
2
,4
8
7
,0
5
0

6
,7
8
4
,9
1
0

0
5
,2
7
9
,2
7
1
,9
6
0

4
,1
3
8
,4
8
3
,4
5
7

1
0
0
,5
6
7
,8
5
1

1
,1
4
0
,7
8
8
,5
0
3

船
舶

0
0

0
0

0
0

0

浮
標
等

0
0

0
0

0
0

0

航
空
機

0
0

0
0

0
0

0

そ
の
他

0
0

0
0

0
0

0

建
設
仮
勘
定

1
3
6
,3
4
4
,8
5
4

7
3
4
,5
7
5
,0
0
0

0
8
7
0
,9
1
9
,8
5
4

0
0

8
7
0
,9
1
9
,8
5
4

イ
ン
フ
ラ
資
産

5
2
,3
0
4
,9
3
7
,4
7
0

3
6
7
,1
6
5
,3
5
0

2
3
,2
1
0
,0
0
0

5
2
,6
4
8
,8
9
2
,8
2
0

3
0
,8
8
7
,2
5
0
,8
2
4

1
,0
2
3
,5
7
0
,6
6
4

2
1
,7
6
1
,6
4
1
,9
9
6

土
地

1
,5
4
9
,3
3
9
,0
4
9

0
0

1
,5
4
9
,3
3
9
,0
4
9

0
0

1
,5
4
9
,3
3
9
,0
4
9

建
物

6
,0
8
4
,8
9
3
,4
5
3

1
6
,0
1
1
,0
0
0

0
6
,1
0
0
,9
0
4
,4
5
3

3
,5
7
3
,6
5
6
,4
6
6

1
5
7
,4
9
3
,3
2
5

2
,5
2
7
,2
4
7
,9
8
7

工
作
物

4
4
,5
8
9
,1
1
2
,0
5
7

3
4
4
,2
3
1
,3
5
0

0
4
4
,9
3
3
,3
4
3
,4
0
7

2
7
,3
1
3
,5
9
4
,3
5
8

8
6
6
,0
7
7
,3
3
9

1
7
,6
1
9
,7
4
9
,0
4
9

そ
の
他

0
0

0
0

0
0

0

建
設
仮
勘
定

8
1
,5
9
2
,9
1
1

6
,9
2
3
,0
0
0

2
3
,2
1
0
,0
0
0

6
5
,3
0
5
,9
1
1

0
0

6
5
,3
0
5
,9
1
1

物
品

5
,2
5
7
,4
7
6
,4
7
0

2
6
,1
7
2
,0
3
0

0
5
,2
8
3
,6
4
8
,5
0
0

4
,4
0
3
,2
5
1
,2
3
9

2
6
3
,9
5
7
,3
7
2

8
8
0
,3
9
7
,2
6
1

合
計

2
4
7
,2
5
8
,1
1
8
,3
1
8

1
,5
1
9
,9
8
0
,6
0
4

8
7
,3
5
6
,0
4
6

2
4
8
,6
9
0
,7
4
2
,8
7
6

1
5
3
,1
4
5
,3
7
2
,0
2
9

4
,2
9
6
,2
3
2
,9
6
8

9
5
,5
4
5
,3
7
0
,8
4
7
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②
有
形
固
定
資
産
の
行
政
目
的
別
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

生
活
イ
ン
フ
ラ
・

国
土
保
全

事
業
用
資
産

3
5
2
,7
7
9
,7
5
6

2
0
,6
4
8
,8
0
6
,5
6
0

3
,6
7
8
,7
3
2
,7
3
7

1
0
,8
6
5
,4
5
2
,8
1
2

6
,1
2
6
,7
9
2
,4
5
3

1
,4
2
6
,0
1
7
,4
4
9

2
9
,8
0
4
,7
4
9
,8
2
3

7
2
,9
0
3
,3
3
1
,5
9
0

土
地

2
8
0
,3
7
5
,1
8
4

1
0
,6
3
3
,0
9
7
,3
5
7

1
,3
3
3
,2
3
8
,4
8
1

1
,7
1
3
,4
0
4
,9
7
1

2
,8
2
2
,4
2
7
,0
5
9

2
8
0
,0
9
9
,0
1
3

1
2
,0
5
7
,0
3
2
,7
9
4

2
9
,1
1
9
,6
7
4
,8
5
9

立
木
竹

-
-

-
-

1
,1
8
2
,4
8
2
,8
0
0

-
-

1
,1
8
2
,4
8
2
,8
0
0

建
物

2
4
,8
0
9
,6
1
9

8
,6
9
5
,6
6
1
,3
7
5

2
,3
3
7
,8
1
3
,0
6
5

9
,1
3
9
,2
8
4
,3
2
1

2
,1
1
5
,0
4
4
,9
2
6

9
4
2
,6
3
4
,9
5
0

1
7
,3
3
4
,2
1
7
,3
1
8

4
0
,5
8
9
,4
6
5
,5
7
4

工
作
物

4
7
,5
9
4
,9
5
3

7
2
8
,9
4
2
,8
2
8

7
,6
8
1
,1
9
1

1
2
,7
6
3
,5
2
0

6
,8
3
7
,6
6
8

2
0
3
,2
8
3
,4
8
6

1
3
3
,6
8
4
,8
5
7

1
,1
4
0
,7
8
8
,5
0
3

船
舶

-
-

-
-

-
-

-
0

浮
標
等

-
-

-
-

-
-

-
0

航
空
機

-
-

-
-

-
-

-
0

そ
の
他

-
-

-
-

-
-

-
0

建
設
仮
勘
定

-
5
9
1
,1
0
5
,0
0
0

-
-

-
-

2
7
9
,8
1
4
,8
5
4

8
7
0
,9
1
9
,8
5
4

イ
ン
フ
ラ
資
産

2
1
,1
3
3
,7
9
9
,6
6
8

1
1
1
,9
2
8
,5
6
4

2
,5
4
1
,2
8
6

0
4
5
8
,1
3
8
,4
4
2

0
5
5
,2
3
4
,0
3
6

2
1
,7
6
1
,6
4
1
,9
9
6

土
地

1
,5
4
6
,3
7
4
,3
5
7

0
0

0
2
,9
6
4
,6
9
2

0
0

1
,5
4
9
,3
3
9
,0
4
9

建
物

2
,5
2
3
,5
5
4
,1
9
2

0
0

0
3
,6
9
3
,7
9
5

0
0

2
,5
2
7
,2
4
7
,9
8
7

工
作
物

1
6
,9
9
8
,5
6
5
,2
0
8

1
1
1
,9
2
8
,5
6
4

2
,5
4
1
,2
8
6

0
4
5
1
,4
7
9
,9
5
5

0
5
5
,2
3
4
,0
3
6

1
7
,6
1
9
,7
4
9
,0
4
9

そ
の
他

0
0

0
0

0
0

0
0

建
設
仮
勘
定

6
5
,3
0
5
,9
1
1

0
0

0
0

0
0

6
5
,3
0
5
,9
1
1

物
品

3
9
,8
8
6
,4
8
5

1
1
9
,4
2
6
,4
2
3

1
2
,2
5
0
,3
5
1

2
4
,0
7
5
,8
2
2

2
,7
3
6
,6
9
5

3
6
5
,3
1
4
,4
0
3

3
1
6
,7
0
7
,0
8
2

8
8
0
,3
9
7
,2
6
1

合
計

2
1
,5
2
6
,4
6
5
,9
0
9

2
0
,8
8
0
,1
6
1
,5
4
7

3
,6
9
3
,5
2
4
,3
7
4

1
0
,8
8
9
,5
2
8
,6
3
4

6
,5
8
7
,6
6
7
,5
9
0

1
,7
9
1
,3
3
1
,8
5
2

3
0
,1
7
6
,6
9
0
,9
4
1

9
5
,5
4
5
,3
7
0
,8
4
7

総
務

合
計

区
分

教
育

福
祉

環
境
衛
生

産
業
振
興

消
防
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③
投
資
及
び
出
資
金
の
明
細

市
場
価
格
の
あ
る
も
の
[有
価
証
券
]

（
単
位
：
円
単
位
)

貸
借
対
照
表
上
限

取
得
原
価

評
価
差
額

銘
柄
名

（
Ａ
）
×
（
Ｂ
）

（
Ａ
）
×
（
D
）

（
C
）
－
（
E
）

（
C
）

（
E
）

（
F
）

東
京
電
力
　
株
券

3
4
5

9
4
4

3
2
5
,6
8
0

5
0
0

1
7
2
,5
0
0

1
5
3
,1
8
0

1
7
3
,0
0
0

み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
　
株
券

7
0
0

3
,0
4
6

2
,1
3
2
,2
0
0

5
0
0

3
5
0
,0
0
0

1
,7
8
2
,2
0
0

3
5
0
,0
0
0

合
計

1
,0
4
5

3
,9
9
0

2
,4
5
7
,8
8
0

1
,0
0
0

5
2
2
,5
0
0

1
,9
3
5
,3
8
0

5
2
3
,0
0
0

市
場
価
格
の
な
い
も
の
[有
価
証
券
]

（
単
位
：
円
単
位
)

貸
借
対
照
表
上
限

銘
柄
名

（
Ａ
）
×
（
Ｂ
）

（
C
）

群
馬
テ
レ
ビ
　
株
券

2
0
,8
3
3

5
0
0

1
0
,4
1
6
,5
0
0

1
0
,4
1
7
,0
0
0

エ
フ
エ
ム
群
馬
　
株
券

2
0

5
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

わ
た
ら
せ
渓
谷
鐵
道
　
株
券

5
2
0

5
0
,0
0
0

2
6
,0
0
0
,0
0
0

2
6
,0
0
0
,0
0
0

合
計

2
1
,3
7
3

1
0
0
,5
0
0

3
7
,4
1
6
,5
0
0

3
7
,4
1
7
,0
0
0

市
場
価
格
の
な
い
も
の
の
う
ち
連
結
対
象
団
体
（
会
計
）
に
対
す
る
も
の
[出
資
金
]

（
単
位
：
円
単
位
)

出
資
金
額

純
資
産
額

出
資
割
合
（
％
）

実
質
価
額

投
資
損
失
引
当
金

相
手
先
名

（
貸
借
対
照
表
計
上
額
）

資
産

負
債

（
B
）
－
（
C
）

資
本
金

（
Ａ
）
/
（
E
）

（
D
）
×
（
F
）

計
上
額

（
Ａ
）

（
B
）

（
C
）

（
D
）

（
E
）

（
F
）

（
G
）

（
H
）

水
道
事
業
会
計

3
,0
8
9
,3
2
6
,0
0
0

2
6
,9
7
8
,0
0
0

9
,6
4
5
,0
0
0

1
7
,3
3
3
,0
0
0

1
2
,4
9
8
,0
0
0

2
4
.8
7
%

4
,3
1
0
,0
0
0

0
-

下
水
道
事
業
会
計

8
3
3
,7
0
3
,0
0
0

3
3
,9
5
7
,0
0
0

2
8
,0
0
2
,0
0
0

5
,9
5
5
,0
0
0

5
,0
2
5
,0
0
0

2
6
.2
9
%

1
,5
6
6
,0
0
0

0
-

桐
生
地
域
医
療
組
合

6
,6
6
7
,6
6
3
,0
0
0

1
2
,3
9
9
,0
0
0

7
,0
6
0
,0
0
0

5
,3
3
9
,0
0
0

7
,1
9
6
,0
0
0

9
2
.6
5
%

4
,9
4
7
,0
0
0

0
-

桐
生
市
土
地
開
発
公
社

5
,8
8
0
,0
0
0

6
2
2
,0
0
0

0
,0
0
0

6
2
2
,0
0
0

6
,0
0
0

1
0
0
.0
0
%

6
2
2
,0
0
0

0
5
,8
8
0
,0
0
0

桐
生
市
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団

4
0
3
,0
0
0
,0
0
0

9
6
7
,0
0
0

5
1
0
,0
0
0

4
5
7
,0
0
0

4
5
7
,0
0
0

8
8
.1
1
%

4
0
3
,0
0
0

0
4
0
3
,0
0
0
,0
0
0

桐
生
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

1
0
,2
5
0
,0
0
0

3
8
9
,0
0
0

6
3
,0
0
0

3
2
6
,0
0
0

3
2
6
,0
0
0

3
.1
5
%

1
0
,0
0
0

0
1
0
,2
5
0
,0
0
0

合
計

1
1
,0
0
9
,8
2
2
,0
0
0

7
5
,3
1
2
,0
0
0

4
5
,2
8
1
,0
0
0

3
0
,0
3
2
,0
0
0

2
5
,5
0
8
,0
0
0

0
,0
0
0

1
1
,8
5
8
,0
0
0

0
,0
0
0

4
1
9
,1
3
0
,0
0
0

株
数
・
口
数
な
ど

（
Ａ
）

時
価
単
価

（
B
）

取
得
単
価

（
D
）

（
参
考
）
財
産
に
関

す
る

調
書
記
載
額

（
参
考
）
財
産
に
関

す
る

調
書
記
載
額

株
数
・
口
数
な
ど

（
Ａ
）

取
得
単
価

（
B
）

（
参
考
）
財
産
に
関

す
る

調
書
記
載
額
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市
場
価
格
の
な
い
も
の
の
う
ち
連
結
対
象
団
体
（
会
計
）
以
外
に
対
す
る
も
の
[出
資
金
]

（
単
位
：
円
単
位
)

純
資
産
額

出
資
割
合
（
％
）

実
質
価
額

貸
借
対
照
表
計
上
額

相
手
先
名

出
資
金
額

資
産

負
債

（
B
）
－
（
C
）

資
本
金

（
Ａ
）
/
（
E
）

（
D
）
×
（
F
）

強
制
評
価
減

（
A
）
－
（
H
）

（
Ａ
）

（
B
）

（
C
）

（
D
）

（
E
）

（
F
）

（
G
）

（
H
）

（
I）

桐
生
広
域
森
林
組
合

1
,4
6
4
,0
0
0

2
4
8
,5
3
2
,8
3
7

5
0
,3
9
3
,7
2
2

1
9
8
,1
3
9
,1
1
5

1
9
8
,1
3
9
,1
1
5

0
.7
4
%

1
,4
6
4
,0
0
0

0
1
,4
6
4
,0
0
0

1
,4
6
4
,0
0
0

群
馬
県
農
業
信
用
基
金
協
会

6
,3
4
0
,0
0
0

1
6
8
,2
2
5
,9
3
0

1
6
1
,1
0
9
,1
8
8

7
,1
1
6
,7
4
2

7
,1
1
6
,7
4
2

8
9
.0
9
%

6
,3
4
0
,0
0
0

0
6
,3
4
0
,0
0
0

6
,3
4
0
,0
0
0

群
馬
県
畜
産
協
会

4
0
,0
0
0

2
,1
6
3
,1
3
6
,7
7
5

1
0
3
,9
2
9
,1
4
6

2
,0
5
9
,2
0
7
,6
2
9

2
,0
5
9
,2
0
8

1
.9
4
%

3
9
,9
9
9
,9
9
3

0
4
0
,0
0
0

4
0
,0
0
0

群
馬
県
畜
産
協
会

7
1
0
,0
0
0

2
,1
6
3
,1
3
6
,7
7
5

1
0
3
,9
2
9
,1
4
6

2
,0
5
9
,2
0
7
,6
2
9

2
,0
5
9
,2
0
7
,6
2
9

0
.0
3
%

7
1
0
,0
0
0

0
7
1
0
,0
0
0

7
1
0
,0
0
0

群
馬
県
農
業
公
社

5
,7
8
5
,0
0
0

7
4
8
,8
9
8
,4
5
1

8
5
,3
8
5
,7
9
6

6
6
3
,5
1
2
,6
5
5

6
6
3
,5
1
2
,6
5
5

0
.8
7
%

5
,7
8
5
,0
0
0

0
5
,7
8
5
,0
0
0

5
,7
8
5
,0
0
0

群
馬
県
住
宅
供
給
公
社

1
,5
0
0
,0
0
0

7
,9
0
5
,5
6
9
,2
6
2

4
,3
8
6
,2
6
7
,5
4
9

3
,5
1
9
,3
0
1
,7
1
3

3
,5
1
9
,3
0
1
,7
1
3

0
.0
4
%

1
,5
0
0
,0
0
0

0
1
,5
0
0
,0
0
0

1
,5
0
0
,0
0
0

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

7
,7
0
0
,0
0
0
2
4
,1
6
4
,1
2
3
,0
0
0
2
3
,7
3
8
,2
3
1
,0
0
0

4
2
5
,8
9
2
,0
0
0

1
6
,6
0
2
,0
0
0

4
6
.3
8
%

1
9
7
,5
2
8
,5
1
5

0
7
,7
0
0
,0
0
0

7
,7
0
0
,0
0
0

群
馬
県
信
用
保
証
協
会
[小
口
資
金
]

2
3
5
,1
4
7
,0
0
0
6
9
6
,6
8
9
,6
8
6
,2
8
4
6
3
3
,2
6
8
,2
1
7
,2
5
1
6
3
,4
2
1
,4
6
9
,0
3
3

6
3
,4
2
1
,4
6
9

3
7
0
.7
7
%
2
3
5
,1
4
7
,0
0
0
,1
2
2

0
2
3
5
,1
4
7
,0
0
0

2
3
5
,1
4
7
,0
0
0

群
馬
県
信
用
保
証
協
会
[一
般
]

5
2
,7
4
5
,0
0
0
6
9
6
,6
8
9
,6
8
6
,2
8
4
6
3
3
,2
6
8
,2
1
7
,2
5
1
6
3
,4
2
1
,4
6
9
,0
3
3

6
3
,4
2
1
,4
6
9

8
3
.1
7
%
5
2
,7
4
5
,0
0
0
,0
2
7

0
5
2
,7
4
5
,0
0
0

5
2
,7
4
5
,0
0
0

群
馬
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
団

9
,7
4
5
,0
0
0

1
,2
6
5
,2
1
8
,5
6
7

1
5
7
,8
7
9
,0
1
0

1
,1
0
7
,3
3
9
,5
5
7

1
,1
0
7
,3
3
9
,5
5
7

0
.8
8
%

9
,7
4
5
,0
0
0

0
9
,7
4
5
,0
0
0

9
,7
4
5
,0
0
0

群
馬
県
青
果
物
出
荷
安
定
基
金
協
会

6
0
,0
0
0

4
6
3
,9
4
3
,1
5
7

4
7
,8
1
3
,8
0
8

4
1
6
,1
2
9
,3
4
9

4
1
6
,1
2
9
,3
4
9

0
.0
1
%

6
0
,0
0
0

0
6
0
,0
0
0

6
0
,0
0
0

群
馬
県
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
基
金

2
,9
5
0
,0
0
0

2
8
1
,8
8
6
,7
5
8

1
9
,7
6
5
,6
4
9

2
6
2
,1
2
1
,1
0
9

2
6
2
,1
2
1
,1
0
9

1
.1
3
%

2
,9
5
0
,0
0
0

0
2
,9
5
0
,0
0
0

2
,9
5
0
,0
0
0

群
馬
県
防
犯
協
会

3
5
9
,0
0
0

1
0
2
,6
1
1
,8
8
1

2
,9
3
9
,7
4
0

9
9
,6
7
2
,1
4
1

9
9
,6
7
2
,1
4
1

0
.3
6
%

3
5
9
,0
0
0

0
3
5
9
,0
0
0

3
5
9
,0
0
0

森
林
組
合
作
業
班
員
等
雇
用
安
定
基
金

7
,3
9
6
,0
0
0

2
4
8
,5
3
2
,8
3
7

5
0
,3
9
3
,7
2
2

1
9
8
,1
3
9
,1
1
5

1
9
8
,1
3
9
,1
1
5

3
.7
3
%

7
,3
9
6
,0
0
0

0
7
,3
9
6
,0
0
0

7
,3
9
6
,0
0
0

み
ど
り
市
鉄
道
経
営
対
策
事
業
基
金

4
8
5
,7
2
4
,0
0
0

3
6
7
,8
0
9
,0
0
0

2
7
2
,5
3
9
,0
0
0

9
5
,2
7
0
,0
0
0

3
2
5
,0
0
0
,0
0
0

1
4
9
.4
5
%

1
4
2
,3
8
4
,3
8
6

0
4
8
5
,7
2
4
,0
0
0

4
8
5
,7
2
4
,0
0
0

群
馬
県
健
康
づ
く
り
財
団
基
金

1
,7
6
4
,0
0
0

4
,1
5
3
,6
4
0
,7
8
8

1
,1
5
4
,6
1
4
,1
8
1

2
,9
9
9
,0
2
6
,6
0
7

2
,9
9
9
,0
2
6
,6
0
7

0
.0
6
%

1
,7
6
4
,0
0
0

0
1
,7
6
4
,0
0
0

1
,7
6
4
,0
0
0

群
馬
県
長
寿
社
会
づ
く
り
財
団

3
,8
2
2
,0
0
0

3
8
6
,4
1
5
,4
6
7

1
6
1
,2
0
4
,6
6
1

2
2
5
,2
1
0
,8
0
6

2
2
5
,2
1
1
,8
0
6

1
.7
0
%

3
,8
2
1
,9
8
3

0
3
,8
2
2
,0
0
0

3
,8
2
2
,0
0
0

砂
防
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
整
備
推
進
機
構

3
0
0
,0
0
0

2
,1
6
5
,8
1
6
,8
3
1

5
4
5
,8
2
2
,2
0
5

1
,6
1
9
,9
9
4
,6
2
6

1
,6
1
9
,9
9
4
,6
2
6

0
.0
2
%

3
0
0
,0
0
0

0
3
0
0
,0
0
0

3
0
0
,0
0
0

群
馬
県
産
業
支
援
機
構

3
,3
6
5
,0
0
0

1
,3
8
4
,6
3
0
,5
5
9

2
5
9
,7
1
6
,7
6
4

1
,1
2
4
,9
1
3
,7
9
5

1
,1
2
4
,9
1
3
,7
9
5

0
.3
0
%

3
,3
6
5
,0
0
0

0
3
,3
6
5
,0
0
0

3
,3
6
5
,0
0
0

群
馬
県
養
蚕
振
興
基
金

7
,4
7
2
,0
0
0

1
,2
1
9
,2
4
0
,5
2
9

1
7
,7
1
0
,0
0
9

1
,2
0
1
,5
3
0
,5
2
0

1
,2
0
1
,5
3
0
,5
2
0

0
.6
2
%

7
,4
7
2
,0
0
0

0
7
,4
7
2
,0
0
0

7
,4
7
2
,0
0
0

群
馬
県
消
防
協
会
基
金

1
3
,3
5
5
,0
0
0

8
0
6
,3
5
3
,8
2
4

5
,6
1
5
,8
7
8

8
0
0
,7
3
7
,9
4
6

8
0
0
,7
3
7
,9
4
6

1
.6
7
%

1
3
,3
5
5
,0
0
0

0
1
3
,3
5
5
,0
0
0

1
3
,3
5
5
,0
0
0

わ
た
ら
せ
森
林
組
合

4
8
9
,0
0
0

2
4
8
,5
3
2
,8
3
7

5
0
,3
9
3
,7
2
2

1
9
8
,1
3
9
,1
1
5

1
9
8
,1
3
9
,1
1
5

0
.2
5
%

4
8
9
,0
0
0

0
4
8
9
,0
0
0

4
8
9
,0
0
0

合
計

8
4
8
,2
3
2
,0
0
0
1,
44
4,
03
5,
62
8,
63
3
1,
29
7,
91
2,
08
8,
39
8
1
4
6
,1
2
3
,5
4
0
,2
3
5
1
7
,1
7
0
,7
3
7
,6
8
6

8
2
8
8
,3
3
8
,7
8
9
,0
2
6

0
8
4
8
,2
3
2
,0
0
0

8
4
8
,2
3
2
,0
0
0

（
参
考
）
財
産
に
関

す
る

調
書
記
載
額
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④
基
金
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

種
類

現
金
預
金

有
価
証
券

土
地

そ
の
他

財
政
調
整
基
金

4
,
6
4
8
,
0
8
8
,
8
4
4

4
,
6
4
8
,
0
8
8
,
8
4
4

4
,
6
4
8
,
0
8
8
,
8
4
4

減
債
基
金

8
3
1
,
8
5
7
,
3
0
3

8
3
1
,
8
5
7
,
3
0
3

8
3
1
,
8
5
7
,
3
0
3

社
会
福
祉
施
設
等
運
営
基
金

1
,
6
2
4
,
2
6
1
,
0
1
2

1
,
6
2
4
,
2
6
1
,
0
1
2

1
,
6
2
4
,
2
6
1
,
0
1
2

ま
ち
づ
く
り
基
金

1
,
3
0
6
,
1
0
8
,
6
9
8

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
4
0
6
,
1
0
8
,
6
9
8

1
,
4
0
6
,
1
0
8
,
6
9
8

新
里
町
ふ
る
さ
と
づ
く
り
基
金

1
1
,
3
6
6
,
7
7
8

1
1
,
3
6
6
,
7
7
8

1
1
,
3
6
6
,
7
7
8

黒
保
根
町
ふ
る
さ
と
づ
く
り
基
金

1
1
4
,
5
2
3
,
3
4
5

1
1
4
,
5
2
3
,
3
4
5

1
1
4
,
5
2
3
,
3
4
5

福
祉
基
金

8
6
,
9
5
8
,
9
4
5

8
6
,
9
5
8
,
9
4
5

8
6
,
9
5
8
,
9
4
5

桐
生
厚
生
総
合
病
院
の
管
理
運
営
に
係
る
基
金

6
,
4
0
7
,
4
0
8

6
,
4
0
7
,
4
0
8

6
,
4
0
7
,
4
0
8

浄
化
槽
設
置
資
金
貸
付
基
金

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

清
掃
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
基
金

1
,
2
2
5
,
7
0
9
,
5
2
9

1
,
2
2
5
,
7
0
9
,
5
2
9

1
,
2
2
5
,
7
0
9
,
5
2
9

黒
保
根
町
ふ
る
さ
と
水
と
土
保
全
対
策
基
金

1
0
,
0
8
5
,
7
7
2

1
0
,
0
8
5
,
7
7
2

1
0
,
0
8
5
,
7
7
2

産
業
振
興
基
金

2
6
,
3
9
5
,
4
6
4

2
6
,
3
9
5
,
4
6
4

2
6
,
3
9
5
,
4
6
4

土
地
開
発
基
金

1
6
6
,
6
9
9
,
8
9
5

2
3
3
,
3
0
0
,
1
0
5

4
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

4
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

新
里
町
道
路
整
備
基
金

5
9
,
3
0
1
,
1
2
0

5
9
,
3
0
1
,
1
2
0

5
9
,
3
0
1
,
1
2
0

緑
化
推
進
基
金

7
,
9
3
7
,
3
8
3

7
,
9
3
7
,
3
8
3

7
,
9
3
7
,
3
8
3

川
村
奨
学
基
金

2
0
,
4
5
0
,
0
0
0

2
0
,
4
5
0
,
0
0
0

2
0
,
4
5
0
,
0
0
0

新
里
町
教
育
賞
基
金

5
,
5
4
6
,
4
3
9

5
,
5
4
6
,
4
3
9

5
,
5
4
6
,
4
3
9

新
里
町
今
泉
文
庫
基
金

2
0
,
2
7
5
,
7
1
9

2
0
,
2
7
5
,
7
1
9

2
0
,
2
7
5
,
7
1
9

文
化
振
興
基
金

8
,
3
7
3
,
9
7
8

8
,
3
7
3
,
9
7
8

8
,
3
7
3
,
9
7
8

庁
舎
整
備
基
金

6
4
6
,
3
2
2
,
7
2
5

6
4
6
,
3
2
2
,
7
2
5

6
4
6
,
3
2
2
,
7
2
5

子
ど
も
基
金

1
1
6
,
9
9
7
,
3
6
4

1
1
6
,
9
9
7
,
3
6
4

1
1
6
,
9
9
7
,
3
6
4

森
林
環
境
整
備
基
金

1
4
8
,
7
9
0
,
0
6
3

1
4
8
,
7
9
0
,
0
6
3

1
4
8
,
7
9
0
,
0
6
3

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基
金

7
8
,
1
4
4
,
8
9
6

7
8
,
1
4
4
,
8
9
6

7
8
,
1
4
4
,
8
9
6

ト
シ
オ
シ
ル
バ
ー
就
学
援
助
金

4
1
,
5
0
1
,
4
2
0

4
1
,
5
0
1
,
4
2
0

4
1
,
5
0
1
,
4
2
0

電
子
地
域
通
貨
基
金

3
1
,
2
3
1
,
3
5
5

3
1
,
2
3
1
,
3
5
5

3
1
,
2
3
1
,
3
5
5

新
里
温
水
プ
ー
ル
事
業
基
金

1
,
0
0
0
,
0
2
2

1
,
0
0
0
,
0
2
2

1
,
0
0
0
,
0
2
2

合
計

1
1
,2
5
4
,3
3
5
,4
7
7

1
0
0
,0
0
0
,0
0
0

2
3
3
,3
0
0
,1
0
5

0
1
1
,5
8
7
,6
3
5
,5
8
2

1
1
,5
8
7
,6
3
5
,5
8
2

合
計

（
貸
借
対
照
表
計
上
額
）

(参
考
）
財
産
に
関
す
る

証
書
記
載
額
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⑤
貸
付
金
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

相
手
先
名
ま
た
は
種
別

地
方
公
営
事
業

　
な
し

一
部
事
務
組
合
・
広
域
連
合

　
な
し

地
方
独
立
行
政
法
人

　
な
し

地
方
三
公
社

　
な
し

第
三
セ
ク
タ
ー
等

　
な
し

そ
の
他
の
貸
付
金

　
奨
学
資
金
貸
付
金

2
2
6
,3
5
2
,6
4
0

0
8
,4
8
3
,7
6
0

0
2
3
4
,8
3
6
,4
0
0

合
計

2
2
6
,3
5
2
,6
4
0

0
8
,4
8
3
,7
6
0

0
2
3
4
,8
3
6
,4
0
0

(参
考
）

貸
付
金
計

長
期
貸
付
金

短
期
貸
付
金

貸
借
対
照
表
計
上
額

徴
収
不
能
引
当
金

計
上
額

貸
借
対
照
表
計
上
額

徴
収
不
能
引
当
金

計
上
額
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⑥
長
期
延
滞
債
権
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

⑦
未
収
金
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

相
手
先
名
ま
た
は
種
別

貸
借
対
照
表
計
上
額

微
収
不
能
引
当
金
計
上
額

相
手
先
名
ま
た
は
種
別

貸
借
対
照
表
計
上
額

微
収
不
能
引
当
金
計
上
額

【
貸
付
金
】

【
貸
付
金
】

第
三
セ
ク
タ
ー
等

第
三
セ
ク
タ
ー
等

　
な
し

　
な
し

そ
の
他
の
貸
付
金

そ
の
他
の
貸
付
金

　
奨
学
資
金
貸
付
金

　
な
し

小
計

0
0

小
計

0
0

【
未
収
金
】

【
未
収
金
】

税
等
未
収
金

税
等
未
収
金

　
市
税

4
7
5
,8
3
5
,6
5
8

1
5
,2
2
6
,7
4
1

　
市
税

9
5
,7
1
8
,8
4
9

3
,0
6
3
,0
0
3

そ
の
他
未
収
金

そ
の
他
未
収
金

　
分
担
金
及
び
負
担
金

1
4
,9
1
8
,3
7
0

4
7
7
,3
8
8

　
分
担
金
及
び
負
担
金

0
0

　
使
用
料
及
び
手
数
料

5
9
,0
8
8
,5
6
5

1
,8
9
0
,8
3
4

　
使
用
料
及
び
手
数
料

5
,6
4
7
,2
9
0

1
8
0
,7
1
3

　
財
産
収
入

7
,1
5
7
,9
9
3

2
2
9
,0
5
6

　
財
産
収
入

9
2
,7
7
0

2
,9
6
8

　
諸
収
入

6
9
,4
9
0
,3
3
8

2
,2
2
3
,6
9
1

　
諸
収
入

9
7
,3
5
1

3
,1
1
5

　
そ
の
他
業
務
収
入

1
1
,1
0
9
,1
9
0

2
,2
7
0
,0
9
3

　
そ
の
他
業
務
収
入

1
,7
2
9
,5
1
4
,0
9
6

6
1
,8
5
8
,6
7
8

小
計

6
3
7
,6
0
0
,1
1
4

2
2
,3
1
7
,8
0
3

小
計

1
,8
3
1
,0
7
0
,3
5
6

6
5
,1
0
8
,4
7
7

合
計

6
3
7
,6
0
0
,1
1
4

2
2
,3
1
7
,8
0
3

合
計

1
,8
3
1
,0
7
0
,3
5
6

6
5
,1
0
8
,4
7
7
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(２
)負
債
項
目
の
明
細

①
地
方
債
（
借
入
先
別
）
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

種
類

地
方
債
残
高

政
府
資
金

市
中
銀
行

市
場
公
募
債

そ
の
他

う
ち
1
年
内
償
還
予
定

う
ち
共
同
発
行
債
う
ち
住
民
公
募
債

【
通
常
分
】

　
普
通
債

1
7
,8
7
8
,2
1
5
,4
3
3

1
,4
7
8
,1
9
7
,5
1
6
2
,8
9
9
,6
1
7
,0
2
7
1
2
,3
9
7
,1
0
3
,9
6
9
1
,8
9
6
,6
2
2
,0
0
0

2
7
9
,8
1
7
,7
3
2

4
0
5
,0
5
4
,7
0
5

4
0
5
,0
5
4
,7
0
5

　
災
害
復
旧

2
8
,5
7
0
,0
8
3

4
,2
4
5
,8
7
5

2
8
,5
7
0
,0
8
3

0

【
特
別
分
】

臨
時
財
政
対
策
債

1
6
,4
7
4
,4
7
7
,3
5
3

1
,6
4
0
,5
3
3
,7
9
0
1
2
,7
3
0
,4
0
0
,3
3
0
3
,7
4
4
,0
7
7
,0
2
3

0

減
税
補
て
ん
債

6
7
,1
7
1
,1
8
3

3
4
,6
5
2
,3
6
1

6
7
,1
7
1
,1
8
3

0

退
職
手
当
債

4
0
,9
1
0
,0
0
0

4
0
,9
1
0
,0
0
0

4
0
,9
1
0
,0
0
0

0

そ
の
他

1
2
6
,9
5
2
,0
4
4

2
2
,6
2
4
,3
4
2

1
0
1
,8
8
2
,0
4
4

2
5
,0
7
0
,0
0
0

0

合
計

3
4
,6
1
6
,2
9
6
,0
9
6

3
,2
2
1
,1
6
3
,8
8
4
1
5
,7
6
0
,4
6
9
,4
8
4
1
6
,1
4
1
,1
8
0
,9
9
2
1
,9
6
2
,6
0
2
,0
0
0

3
4
6
,9
8
8
,9
1
5

0
0

4
0
5
,0
5
4
,7
0
5

4
0
5
,0
5
4
,7
0
5

地
方
公
共
団
体

金
融
機
構

そ
の
他
の

金
融
機
関
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②
地
方
債
（
利
率
別
）
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

地
方
債
残
高

3
4
,6
1
6
,2
9
6
,0
9
6

3
3
,0
5
2
,4
4
4
,5
7
1

1
,2
6
4
,3
0
0
,7
4
7

2
2
7
,7
8
2
,7
8
5

8
,0
2
3
,9
4
9

6
0
,9
9
2
,1
0
9

2
,7
5
1
,9
3
5

0
0
.4
3

③
地
方
債
（
返
済
期
間
別
）
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

1
年
超

2
年
超

3
年
超

4
年
超

5
年
超

1
0
年
超

1
5
年
超

2
年
以
内

3
年
以
内

4
年
以
内

5
年
以
内

1
0
年
以
内

1
5
年
以
内

2
0
年
以
内

3
4
,6
1
6
,2
9
6
,0
9
6

3
,2
2
1
,1
6
3
,8
8
4

3
,1
5
0
,4
2
5
,1
6
9

2
,8
5
9
,9
2
6
,9
7
9

2
,7
1
3
,8
3
0
,7
0
0

2
,5
8
0
,0
7
3
,5
6
5

1
0
,0
6
9
,4
8
4
,0
9
5

4
,9
0
9
,0
6
8
,9
9
0

2
,3
9
8
,6
8
1
,7
3
5

2
,7
1
3
,6
4
0
,9
7
9

④
特
定
の
契
約
条
項
が
付
さ
れ
た
地
方
債
の
概
要

（
単
位
：
円
単
位
)

な
し

⑤
引
当
金
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

区
分

前
年
度
末
残
高

本
年
度
増
加
額

本
年
度
末
残
高

徴
収
不
能
引
当
金

4
8
,5
1
4
,5
6
9

7
2
,9
7
6
,8
6
3

3
4
,0
6
5
,1
5
2

0
8
7
,4
2
6
,2
8
0

賞
与
等
引
当
金

6
2
8
,8
9
8
,7
7
8

6
1
2
,1
4
2
,2
3
0

6
2
8
,8
9
8
,7
7
8

0
6
1
2
,1
4
2
,2
3
0

退
職
手
当
引
当
金

6
,7
8
5
,3
6
3
,0
0
0

3
3
2
,4
5
5
,0
0
0

0
0

7
,1
1
7
,8
1
8
,0
0
0

損
失
補
償
等
引
当
金

2
9
,8
8
2
,0
0
0

0
0

2
1
,3
5
4
,0
0
0

8
,5
2
8
,0
0
0

投
資
損
失
引
当
金

0
0

0
0

0

合
計

7
,4
9
2
,6
5
8
,3
4
7

1
,0
1
7
,5
7
4
,0
9
3

6
6
2
,9
6
3
,9
3
0

2
1
,3
5
4
,0
0
0

7
,8
2
5
,9
1
4
,5
1
0

4
.0
％
超

（
参
考
）

加
重
平
均

利
率

地
方
債
残
高

1
年
以
内

1
.5
％
以
下

1
.5
％
超

2
.0
％
以
下

2
.0
％
超

2
.5
％
以
下

3
.0
％
超

3
.5
％
以
下

特
定
の
契
約
条
項
が

付
さ
れ
た
地
方
債
残
高

契
約
条
項
の
概
要

本
年
度
減
少
額

目
的
使
用

そ
の
他

2
0
年
超

2
.5
％
超

3
.0
％
以
下

3
.5
％
超

4
.0
％
以
下
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２
．
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
の
内
容
に
関
す
る
明
細

(１
)補
助
金
等
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

区
分

名
称

相
手
先

金
額

支
出
目
的

特
定
教
育
・
保
育
施
設
整
備
費
補
助
金

私
立
保
育
園
等

3
2
6
,6
8
2
,0
0
0
私
立
保
育
園
や
認
定
こ
ど
も
園
の
施
設
整
備
に
対
す
る
補
助

住
宅
取
得
応
援
助
成
金

該
当
者

1
8
5
,4
4
7
,0
0
0
市
内
に
住
宅
を
建
設
又
は
購
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
補
助

軌
道
交
通
対
策
事
業
関
連
補
助
金

該
当
者

1
4
0
,5
5
2
,7
8
4
軌
道
交
通
の
維
持
を
図
る
た
め
、
鉄
道
運
行
事
業
者
に
対
す
る
補
助

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
金

該
当
者

3
9
,1
9
7
,0
0
0
個
人
が
所
有
し
居
住
し
て
い
る
住
宅
の
改
修
や
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行
う

者
に
対
す
る
補
助

空
き
家
対
策
関
連
助
成
金

該
当
者

2
4
,3
4
7
,0
0
0
空
き
家
の
利
活
用
お
よ
び
除
却
に
対
す
る
補
助

計
7
1
6
,2
2
5
,7
8
4

施
設
型
給
付
費

認
定
こ
ど
も
園

2
,4
6
1
,6
4
9
,0
1
3
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
等
に
対
す
る
給
付
費

療
養
給
付
費
負
担
金

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

1
,6
1
5
,9
4
4
,3
4
1
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
9
8
条
の
規
定
に
よ
る
負
担

低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金

該
当
者

9
9
1
,0
6
0
,0
0
0
給
付
対
象
世
帯
に
対
し
て
、
1
世
帯
当
た
り
7
万
円
を
給
付

桐
生
地
域
医
療
企
業
団
負
担
金

桐
生
地
域
医
療
企
業
団

6
2
7
,1
1
5
,0
0
0
桐
生
地
域
医
療
企
業
団
に
対
す
る
負
担
金

電
子
地
域
通
貨
交
付
金

該
当
者

4
9
9
,9
9
0
,2
2
4
通
常
、
プ
レ
ミ
ア
ム
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
率
が
1
%
の
と
こ
ろ
、
期
間
限
定
で

3
0
％
と
な
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

そ
の
他

3
,9
9
8
,6
4
1
,8
1
6

計
1
0
,1
9
4
,4
0
0
,3
9
4

合
計

1
0
,9
1
0
,6
2
6
,1
7
8

他
団
体
へ
の
公
共
施
設
等
整
備
補
助
金
等

（
所
有
外
資
産
分
）

そ
の
他
の
補
助
金
等
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３
．
純
資
産
変
動
計
算
書
の
内
容
に
関
す
る
明
細

（
1
）
財
源
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

会
計

区
分

金
額

1
3
,0
6
4
,2
0
7
,3
0
3

4
0
6
,0
3
8
,0
0
0

4
,1
2
4
,0
0
0

7
6
,7
6
1
,0
0
0

9
6
,6
9
9
,0
0
0

2
7
1
,9
5
3
,0
0
0

2
,7
0
9
,5
8
0
,0
0
0

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金

2
2
,1
6
3
,4
0
0

5
3
,7
9
9
,0
0
0

8
7
,9
0
1
,0
0
0

1
0
,8
5
2
,4
5
7
,0
0
0

1
5
,9
6
0
,0
0
0

6
9
,5
6
2
,4
6
1

2
1
2
,7
1
1
,6
8
5

2
7
,9
4
3
,9
1
6
,8
4
9

国
庫
支
出
金

7
6
6
,4
1
1
,0
0
0

県
支
出
金

6
8
,3
3
1
,0
0
0

計
8
3
4
,7
3
2
,0
0
0

国
庫
支
出
金

7
,8
3
7
,1
6
3
,6
5
6

県
支
出
金

3
,2
9
7
,8
5
6
,0
2
0

計
1
1
,1
3
5
,0
2
9
,6
7
6

1
1
,9
6
9
,7
6
1
,6
7
6

3
9
,9
1
3
,6
7
8
,5
2
5

2
7
,9
4
3
,9
1
6
,8
4
9

1
1
,9
6
9
,7
6
1
,6
7
6

4
4
3
,8
1
7
,2
2
0 0

2
7
,5
0
0
,0
9
9
,6
2
9

1
1
,9
6
9
,7
6
1
,6
7
6

環
境
性
能
割
交
付
金

そ
の
他

小
計

財
源
の
内
容

一
般
会
計
等

税
収
等

市
税

地
方
譲
与
税

利
子
割
交
付
金

配
当
割
交
付
金

株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金

法
人
事
業
税
交
付
金

地
方
消
費
税
交
付
金

地
方
特
例
交
付
金

地
方
交
付
税

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

分
担
金
及
び
負
担
金

国
県
等
補
助
金

資
本
的
補
助
金

経
常
的
補
助
金

小
計

合
計

税
収
等

国
県
等
補
助
金

合
計

単
純
合
計

税
収
等

国
県
等
補
助
金

相
殺
消
去

税
収
等

国
県
等
補
助
金
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（
2
）
財
源
情
報
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

国
県
等
補
助
金

地
方
債

税
収
等

そ
の
他

純
行
政
コ
ス
ト

3
9
,2
1
3
,3
5
3
,1
8
0

1
1
,1
3
5
,0
2
9
,6
7
6

1
,8
9
9
,7
0
0
,0
0
0

2
3
,8
4
9
,9
4
5
,1
7
1

2
,3
2
8
,6
7
8
,3
3
3

有
形
固
定
資
産
等
の
増
加

1
,7
7
3
,1
8
1
,8
1
5

8
3
4
,7
3
2
,0
0
0

1
8
4
,2
0
0
,0
0
0

7
5
4
,2
4
9
,8
1
5

0

貸
付
金
・
基
金
等
の
増
加

2
,8
9
5
,9
0
4
,6
4
3

0
0

2
,8
9
5
,9
0
4
,6
4
3

0

そ
の
他

4
4
1
,8
0
0
,3
7
5

0
0

0
4
4
1
,8
0
0
,3
7
5

合
計

4
4
,3
2
4
,2
4
0
,0
1
3

1
1
,9
6
9
,7
6
1
,6
7
6

2
,0
8
3
,9
0
0
,0
0
0

2
7
,5
0
0
,0
9
9
,6
2
9

2
,7
7
0
,4
7
8
,7
0
8

４
．
資
金
収
支
計
算
書
の
内
容
に
関
す
る
明
細

（
１
）
資
金
の
明
細

（
単
位
：
円
単
位
)

種
類

本
年
度
末
残
高

現
金

3
,9
5
0
,0
5
9
,2
6
1

区
分

金
額

内
訳
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